
　１ページ目の 「事業場パトロール」 の目的の一つでもある「冬季転倒防止
　「新しき　年の初めの　初春の　今日降る雪の　いやしけ吉事」　万葉集の最後の歌と聞いていますが、新年を 運動（転ばないでね！）」は年末から、２月末までの冬季期間中の安全運動
お祝いし、今年もいい年でありますようにという気持ちがあふれていて、新年にふさわしい歌だと思っています。 として展開されております。
　この２年ほどはコロナ感染の影響で、残念ながら良い年とはいえなかったと思います。現時点では、変異株の　 　転倒災害の件数は１２月～２月の３カ月間はそれ以外の月の ２．２倍 の件
感染拡大の恐れもあり、不気味ではありますが、できるだけ早くコロナ感染が終息し、例年通りの活動ができる　 数になっています。転倒事故をデータ的に見てみますと、女性が６割とやや
ような良い年になることを願っています。　今年もよろしくお願いいたします。 多く、年齢的には５０歳以上が７割と多く、時間的には午前中が午後の１．８
　 というデータがあります。

　転倒は業種を問わず発生するリスクがありますが、基本的な安全対策が予
防措置として重要です。凍結前の準備や確認、身体機能の確認など、転倒
を防止するための有効な対策を数多くまとめて協会ホームページに掲載い
たします。是非ご確認ください。

　１２月１３日、須賀川労働基準監督署の岡田監督官と協会大倉で年末の安全パトロールとして管内の５つの
事業場を訪問させていただきました。　須賀川署管内では１１月末時点で、製造業における労働災害は前年
比で増加しております。これからの冬場は凍結等で転倒事故
が多く発生しやすくなっており、一層の増加が懸念されます。 　福島県最低賃金は令和３年１０月１日から適用されておりますが、輸送機
　事業場内の労働災害防止を呼びかけるとともに、各社の安 械器具製造業、電子部品製造業などの業種別最低賃金が１２月２４日より　
全管理体制の現状を学ぶ機会としたいとの考えでパトロール 下記の通り適用されます。
を実施いたしました。
　コロナ禍で、外部からの来客は歓迎されない状況下で受け １．地域別最低賃金 ８２８円 １０月１日より
入れを承諾していただいた事業場のみなさんに感謝申し上 ２．特定最低賃金（業種別）
げます。 ① 自動車小売業 ８９４円 １２月２４日より
　訪問した事業場は山本電気（株）、林精器製造（株）、大同 ② 輸送機械器具製造業 ８９０円 令和４年１月１３日
化工（株）、大同信号（株）、第一精機（株）の各社です。 ③ 計量器・時計・眼鏡製造業 ８８９円 令和４年１月１３日
　各事業場で事業概要及び安全管理の状況説明を受け、工 ④ 電子・電気・情報器具製造業 ８５６円 令和４年１月１３日
場内を パトロールさせていただいた後に 安全管理面の質疑 ⑤ 非鉄金属製造業 ８８６円 令和４年１月１３日
応答 と福島労働局 及び 監督署からの要望等情報の提供を
させていただきました。 最低賃金についての問い合わせ先、ご相談先
　各事業場ともに 職場内の ２S が徹底されており、安全衛生 福島労働局　賃金室　　（024-536-4604）
委員会の定期開催と改善対策の実施、設備装置の安全管理 須賀川労働基準監督署（0248-75-3519）
など、安全意識が高く、見習うべき点が多くありました。
　コロナ感染 が終息すれば、 以前のように各社の安全管理
の担当者にもパトロールに参加する機会をつくり、相互研修
ができるようにしたいと考えています。 　厚生労働省委託事業として「陸上貨物運送事業向けの腰痛予防動画

サイト」を紹介いたします。陸上貨物運送事業では業務による腰痛の発生
リスクが全産業に比べて４倍以上あります。
　業務上の荷の取り扱いなどの基本を再確認する動画を公開しています。
　 　https://yotsu-yobo.com　　右のQRコードを利用して下さい

　令和３年の須賀川監督署管内の労働災害件数は年前半は前年比で
件数増で推移しておりましたが、年後半から前年を下回る状況になって

　＜写真は　右上から山本電気、林精器、　下段左から大同信号、大同化工、第一精機の各社（敬称略）＞ きました。
　とはいうものの、中期改善目標件数を大きく上回っており、継続的な労
働災害害防止の活動が求められています。  データの集計区切りは１月
からです。　「通信」 「ホームページ」で継続的に労働災害件数の情報を　

＜アーク溶接講習＞は事業場等１０時間以上の実技経験があることを条件に開催しており、講習では学科講習 掲載してまいりますので、関心を持って、チェックをお願いいたします。
のみ実施しております。　アーク溶接は建設・土木だけでなく、工場などでも広く取り入れられている技術ですが、
電気を使い、火花が飛び、時には有毒ガスも発生する、危険性・有害性の高い仕事でもあります。
　近年、アーク溶接作業で発生する「ヒューム」 が問題となり、令和３年４月から「特定化学物質予防規則」が改定さ
れ、安全面だけでなく、衛生面での管理も強化されています。

１月２０日 有機溶剤作業従事者教育 案内はホームページ掲載
＜安全衛生推進者講習＞は年に１回だけの講習で、労働者が10人以上50人未満の事業場に選任 が義務づけ １月２２日・２３日 ガス溶接技能講習 案内はホームページ掲載
られている 「安全衛生推進者」になる人を対象にした教育講習です。　５０人以上の企業で選任される「安全管理　 ２月１７日 リスクアセスメント基礎講習 案内は今月の定期資料送付　後日 HP掲載
者」と「衛生管理者」の二人分の役割を一人で担うことになりますので、学ぶべき範囲の広い講習になります。 ２月２４日・２５日 職長教育（製造系） 案内は今月の定期資料送付　後日 HP掲載

【１２月に実施した 協会活動 及び 講習会 】

　【アーク溶接講習　９日・１０日　安全衛生推進者講習　14日・15日　を開催】

　【監督署と基準協会で合同年末パトロールを実施】　１３日

　【福島県最低賃金 業種別 情報】

　【福島冬季転倒災害防止運動＜転ばないでね！＞】

　【 陸上貨物運送事業向け　腰痛予防動画サイト紹介】

【福島労働局 ・ 須賀川労働基準監督署 からのお知らせ】　　

　【須賀川署管内の労働災害件数 情報】

【今後の教育講習の予定】 詳細は案内書及びHPでご確認ください


